
2019年6月IFRS解釈指針委員会
「暗号通貨の保有」の要約

暗号通貨の保有の会計処理に関する委員会のアジェンダ決定（基準設定ア
ジェンダに追加しないことを決定）

前提
IFRS解釈指針委員会（以下「IFRS-IC」という）は、2019年6月の会議で、以下の事項について議論し、基準設定アジェンダ
に追加しないことを決定した。下記の特徴を有する暗号資産の部分集合（このアジェンダ決定で「暗号通貨」と呼んでい
る。）の適切な会計処理を明確化する委員会のアジェンダ決定を公表した。
a. 暗号通貨は、分散台帳に記録され、セキュリティーのために暗号を使用するデジタル又は仮想の通貨である。
b. 暗号通貨は、国家機関その他の者が発行するものではない。
c. 暗号通貨の保有は、保有者と他の者との間の契約を生じさせない。

暗号通貨の性質
n IAS第38号「無形資産」の第8項は、無形資産を「物理的実体のない識別可能な非貨幣性資産」と定義している。また、

IAS第38号の第12項は、資産は、分離可能であるか又は契約若しくは他の法的権利から生じている場合には識別可能
であると述べている。

n IAS第21号「外国為替レート変動の影響」は、「非貨幣性項目の本質的な特徴は、固定又は決定可能な数の通貨単
位を受け取る権利（又は引き渡す義務）が存在しないことである」と述べている。

n 暗号通貨の保有は、 (a)保有者から分離して個々に売却又は移転することが可能であり、また、(b)固定数又は決定可
能な数の通貨単位を受け取る権利を保有者に与えていないため、 IAS第38号における無形資産の定義を満たす。

n 一方で、暗号通貨が通常の事業の過程で販売を目的として保有されている場合には、IAS第2号「棚卸資産」が適用さ
れる。IAS第2号が適用されない場合には、企業はIAS第38号を暗号通貨の保有に適用する。

n なお、IAS第38号は、他の基準の範囲に含まれる無形資産やI AS第32号「金融商品：表示」で定義される金融資産に
は適用されない。よって、暗号通貨の保有が、IAS第32号における金融資産の定義に該当する、又は他の基準の範囲に
含まれるかどうかを検討した。

金融資産に該当するか
n IAS第32号の第11項は金融資産を以下の通り定義している。
a. 現金
b. 他の企業の資本性金融商品
c. 他の企業から現金又は他の金融資産を受け取る契約上の権利
d. 金融資産又は金融負債を特定の条件で他の企業と交換する契約上の権利
e. 企業自身の資本性金融商品で決済されるか又は決済される可能性のある特定の契約
n 暗号通貨は現金ではない。また、他の企業の資本性金融商品でもない。保有者にとっての契約上の権利を生じさせず、

保有者自身の資本性金融商品で決済されるか又は決済される可能性のある契約ではない。したがって、暗号通貨の保
有は金融資産ではない。
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（*）本ペーパーは、公表された資料により作成しているが、その正確性および完全性について保証するものではない。参考
にした資料に関して、その合理性や妥当性についてのレビューは一切行っておらず、それらに係る当法人の意見や見解を示
すものでもない。



現金に該当するか
n IAS第32号のAG3項は、「通貨（現金）は金融資産である。交換の媒体を表しており、したがって、すべての取引が測定

され財務諸表に認識される手段だからである。銀行又は類似の金融機関への現金の預入れは金融資産である。預金
者が金融負債の支払のための債権残高として、金融機関から現金を得るか、又は小切手若しくは類似の金融商品を引
き出す契約上の権利を表しているからである。」と述べている。 IAS第32号のAG3項における現金の記述は、現金が交換
の媒体として使用され（すなわち、財又はサービスと交換に使用され）財又はサービスの価格付けにおける貨幣単位とし
て使用されることにより、すべての取引が財務諸表において測定及び認識される基礎となることを示唆していると考えられ
る。

n 一部の暗号通貨は特定の財又はサービスと交換に使用することができる。しかし、現金が交換の媒体として使用され（す
なわち、財又はサービスと交換に使用され）財又はサービスの価格付けにおける貨幣単位として使用されることにより、すべ
ての取引が財務諸表において測定及び認識される基礎となるような暗号通貨は、知る限り該当ないと考えられる。

n したがって、暗号通貨は現時点では現金の特徴を有しておらず、暗号通貨の保有は現金ではない。

棚卸資産
n IAS第2号は無形資産の棚卸資産にも適用される。企業は暗号通貨を通常の事業の過程において販売を目的として保

有する場合があると考えられる。その状況においては、暗号通貨の保有は企業にとっての棚卸資産であり、したがって、IAS
第2号が当該保有に適用される。

n また、企業は暗号通貨のブローカー／トレーダーとして行動する場合があると考えられる。その状況においては、企業はIAS第
2号の第3項(b)の要求事項により、棚卸資産を売却コスト控除後の公正価値で測定する。

開示
n 暗号通貨の保有については、棚卸資産に関するIAS第2号の第36項から第39項、IAS第38号を適用する暗号通貨の保

有については、無形資産に関するIAS第38号の第118項から第128項が適用される。
n 暗号通貨の保有を公正価値で測定する場合には、IFRS第13号「公正価値測定」の第91項から第99項が適用される。
n 暗号通貨の保有の会計処理を決定する過程で行った判断が、財務諸表に認識されている金額に最も重要な影響を与

えている判断の一部に該当する場合、IAS第1号「財務諸表の表示」の第122項の開示対象となる。
n IAS第10号「後発事象」の第21項は、重要性のある修正を要しない後発事象を開示することを企業に要求している。これ

には、当該事象の内容及び財務上の影響の見積り（又はそのような見積りができない旨の記述）が含まれる。例えば、
暗号通貨を保有している企業は、報告期間後の当該保有の公正価値の変動が、それを開示しないと財務諸表利用者
が財務諸表に基づいて行う経済的意思決定に影響を与える可能性があるほどの重要性があるかどうかを考慮することに
なる。
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